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人
権
週
間
は
、家
庭
で
、職
場
で
、学

校
で
、家
族
と
、み
ん
な
と
人
権
を
考
え

る
１
週
間
で
す
。

　

男
女
差
別
、障
が
い
者
差
別
、外
国
人

差
別
、部
落
差
別
な
ど
、あ
ら
ゆ
る
差
別

や
偏
見
を
な
く
し
、み
ん
な
が
明
る
く
暮

ら
せ
る
社
会
を
作
り
た
い
も
の
で
す
。そ

の
た
め
に
は
、わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り

が
、人
権
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
、周

り
の
人
の
人
権
を
尊
重
す
る
意
識
を
持

つ
こ
と
が
と
て
も
大
切
で
す
。

　

今
一
度
、身
近
な
こ
と
か
ら
人
権
を

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

人
権
の
こ
と
に
つ
い
て
相
談
の
あ
る

方
は
、お
近
く
の
人
権
擁
護
委
員
・
法

務
局
・
役
場
ま
で
、お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

日
高
町
人
権
擁
護
委
員
、和
歌
山
地

方
法
務
局
御
坊
支
局
、日
高
町
で
は
、次

の
日
程
で
街
頭
啓
発
を
行
い
ま
す
。

■
と
き　

平
成
26
年
12
月
６
日（
土
）

■
場
所　

み
な
べ
町
ふ
れ
愛
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

■
内
容

１
部　

13
時
〜
14
時
10
分

「
第
34
回
全
国
中
学
生
人
権
作
文
コ
ン

テ
ス
ト
」和
歌
山
県
大
会
表
彰
式
と
作

文
朗
読

２
部　

14
時
20
分
〜
15
時
20
分

ト
ー
ク
＆
コ
ン
サ
ー
ト

「
〜
互
い
を
活
か
し
、

　
　
　
　
　
　

共
に
生
き
る
〜
」

《
女
性
が
生
き
が
い
を
持
っ
て
様
々
な

分
野
で
活
動
を
続
け
て
行
く
に
は
、何

が
大
切
か
…

　

田
中
ゆ
か
さ
ん
の
実
体
験
に
基
づ
く

ト
ー
ク
、そ
し
て
、感
動
の
う
た
と
ハ
ー

プ
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
通
じ
て
み
ん
な
で

一
緒
に
考
え
ま
せ
ん
か
…
。》

■
出
演

　

田
中
ゆ
か
さ
ん（
う
た
と
ハ
ー
プ
）

　

伊
藤
ひ
ろ
し
さ
ん（
パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ン
）

■
参
加　

事
前
申
込
み

　
（
氏
名
、連
絡
先
、参
加
人
数
等
）

■
定
員　

２
０
０
名（
入
場
無
料
）

■
申
込　

日
高
振
興
局
総
務
県
民
課

　
（
☎
２
４･
２
９
３
６　

5
２
４･

２

９
０
６
）

※�

電
話
に
よ
る
受
付
は
、土･
日･
祝
日
を
除
く
、午
前

９
時
か
ら
午
後
５
時
45
分
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す

■
と
き　

平
成
26
年
12
月
９
日（
火
）

　
　
　
　
　

９
時
30
分
〜
10
時
30
分

■
場
所　

Ａ
コ
ー
プ
ひ
だ
か
店
前

■
内
容　

啓
発
グ
ッ
ズ
の
配
布

【
困
り
ご
と
、心
配
ご
と
で

　
　
　
　
　
　
　
お
悩
み
の
方
へ
】

　

人
権
擁
護
委
員
か
、左
記
の
人
権
相

談
窓
口
ま
で
お
気
軽
に
お
電
話
く
だ
さ

い
。相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
固
く
守
ら

れ
ま
す
。

◆
受
付　

月
曜
日
〜
金
曜
日

　
　
　
　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分　

（
12
／
29
〜
１
／
３･

休
日
を
除
く
）

◆
面
談
に
よ
る
相
談
窓
口

　

和
歌
山
地
方
法
務
局
御
坊
支
部

　
　
　
　
（
御
坊
市
薗
３
６
９
―
６
）

◆
電
話
に
よ
る
相
談
窓
口

・
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　
（
☎
０
１
２
０･

０
０
７･

１
１
０
）

・
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
（
☎
０
５
７
０･

０
７
０･

８
１
０
）

・
右
記
以
外
の
専
用
相
談
電
話

　
（
☎
０
５
７
０･

０
０
３･

１
１
０
）

第
66
回

人
権
週
間

人
権
の
つ
ど
い

12
月
４
日
〜
10
日
ま
で
の
１
週
間

み
ん
な
で
築
こ
う　

人
権
の
世
紀

�

〜
考
え
よ
う　

相
手
の
気
持
ち　

育
て
よ
う　

思
い
や
り
の
心
〜

人
権
の
つ
ど
い

み
な
べ
町
役
場

み
な
べ
う
め
振
興
館

阪
和
自
動
車
道

【会場位置図】
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子
ど
も
医
療
費
制
度
は
、中
学
３
年

生
ま
で
の
お
子
さ
ま
を
対
象
に
、医
療

費
の
一
部
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

対
象
は
、町
内
に
お
住
ま
い
の　
　

す
べ
て
の
０
歳
〜
15
歳
の
お
子
さ
ま

　

保
護
者
の
所
得
に
関
係
な
く
、日

高
町
内
に
住
所
を
有
す
る
０
歳
〜
15

歳（
出
生
か
ら
中
学
３
年
生
終
了
時

ま
で
）の
す
べ
て
の
お
子
さ
ま
が
対

象
で
す
。

医
療
費
の
助
成（
外
来
・
入
院
）　

　

通
院
と
入
院
に
か
か
る
保
険
診
療

の
自
己
負
担
分
を
助
成
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、入
院
中
の
食
事
代
、保
険

の
き
か
な
い
差
額
ベ
ッ
ド
料
な
ど
は

助
成
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

申
請
が
必
要
で
す

　

助
成
を
受
け
る
に
は
、町
へ
の
申

請
が
必
要
で
す
。

　

申
請
時
に
は
、健
康
保
険
証
と
印

鑑
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。（
転
入
さ
れ

た
場
合
は
、前
住
所
地
で
の
課
税
証

明
書
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
）

　

出
生
の
と
き
に
は
出
生
届
と
、転

入
の
と
き
に
は
転
入
届
と
一
緒
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、対
象
の
お
子
さ
ま
ま
た
は

保
護
者
の
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
、

転
居
し
た
と
き
、加
入
し
て
い
る
医

療
保
険
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、

必
ず
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

医
療
を
受
け
る
と
き

◆
和
歌
山
県
内
の
医
療
機
関
で

　
　
　
　
　
　
　

受
診
す
る
と
き

　

医
療
機
関
の
窓
口
へ
、子
ど
も
医

療
受
給
者
証
と
健
康
保
険
証
を
出
し

て
く
だ
さ
い
。保
険
診
療
の
自
己
負

担
分
は
、町
へ
請
求
さ
れ
ま
す
の
で
、

本
人
の
支
払
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
和
歌
山
県
外
の
医
療
機
関
で

　
　
　
　
　
　
　

受
診
す
る
と
き

１�

医
療
機
関
の
窓
口
へ
、健
康
保
険

証
を
出
し
て
く
だ
さ
い
。

２�

保
険
診
療
、保
険
外
診
療
に
か
か

わ
ら
ず
自
己
負
担
分
を
支
払
い
、

保
険
点
数
が
確
認
で
き
る
領
収
書

な
ど
を
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。

３�

住
民
福
祉
課
窓
口
へ
、領
収
書
、受

給
資
格
証
、印
鑑
、金
融
機
関
の
通

帳（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
含
む
）を
ご

持
参
の
う
え
、支
給
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　

申
請
額
を
審
査
し
、後
日
決
定
額

を
支
給
し
ま
す
。

　

な
お
申
請
は
診
療
日
か
ら
５
年
以

内
に
お
願
い
し
ま
す
。５
年
を
過
ぎ

る
と
無
効
に
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、住
民
福
祉
課（
☎
６
３
・

３
８
０
０
）ま
で
。

子
ど
も
医
療
費
制
度

�

の
ご
案
内

　

こ
れ
ま
で
、公
的
年
金（
※
）を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
は
児
童
扶
養
手
当

を
受
給
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、平

成
26
年
12
月
以
降
は
、年
金
額
が
児

童
扶
養
手
当
額
よ
り
低
い
方
は
、そ

の
差
額
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
受
給

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る
た
め

に
は
、住
民
福
祉
課
へ
の
申
請
が
必

要
で
す
。

※�

遺
族
年
金
、障
害
年

金
、老
齢
年
金
、労

災
年
金
、遺
族
補
償

な
ど

今
回
の
改
正
に
よ
り

　
新
た
に
手
当
を
受
け
取
れ
る
場
合

・�

お
子
さ
ま
を
養
育
し
て
い
る
祖
父

母
等
が
、低
額
の
老
齢
年
金
を
受

給
し
て
い
る
場
合

・�

父
子
家
庭
で
、お
子
さ
ま
が
低
額

の
遺
族
厚
生
年
金
の
み
を
受
給
し

て
い
る
場
合

・�

母
子
家
庭
で
、離
婚
後
に
父
が
死
亡

し
、お
子
さ
ま
が
低
額
の
遺
族
厚
生

年
金
の
み
を
受
給
し
て
い
る
場
合

な
ど
。

新
た
に
手
当
を
受
給
す
る
た
め
の

�

手
続
き

　

新
た
に
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す

る
た
め
に
は
、住
民
福
祉
課
へ
の
申

請
が
必
要
で
す
。

　

平
成
26
年
12
月
よ
り
前
で
あ
っ
て

も
、事
前
に
申
請
が
可
能
で
す
。

支
給
開
始
日

◆�

手
当
は
申
請
の
翌
月
分
か
ら
支
給

開
始
と
な
り
ま
す
。た
だ
し
、こ
れ

ま
で
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
た

こ
と
に
よ
り
児
童
扶
養
手
当
を
受

給
で
き
な
か
っ
た
方
の
う
ち
、平

成
26
年
12
月
１
日
に
支
給
要
件
を

満
た
し
て
い
る
方
が
、平
成
27
年

３
月
末
ま
で
に
申
請
し
た
場
合

は
、平
成
26
年
12
月
分
の
手
当
か

ら
受
給
で
き
ま
す
。

◆�

平
成
26
年
12
月
〜
平
成
27
年
３
月

分
の
手
当
は
、平
成
27
年
４
月
に

支
払
わ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、住
民
福
祉
課（
☎
６
３･

３
８
０
０
）ま
で
。

児
童
扶
養
手
当
法
の

一
部
が
改
正
さ
れ
ま
す




